
大和市公告第４６号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定により、次のとおり都市公園を設置する。 

  平成２７年３月３１日 

大和市長 大 木  哲   

 

１ 名     称  下鶴間子どもの広場 

位     置  大和市下鶴間字乙一号地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

２ 名     称  福田ちびっこ広場 

位     置  大和市福田字乙九ノ区地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

３ 名     称  つきみ野１０号公園 

位     置  大和市つきみ野一丁目地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

４ 名     称  こもれび公園 

 位     置  大和市深見西四丁目地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

５ 名     称  田中５号公園 

 位     置  大和市代官四丁目地内 

 区     域  位置図のとおり。 

 供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

６ 名     称  コンツェルトパーク 

 位     置  大和市中央林間西五丁目地内 

 区     域  位置図のとおり。 

 供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

７ 名     称  パルレド・ボイス 

 位     置  大和市中央林間六丁目地内 



 区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

８ 名     称  パルレド・アルベール 

 位     置  大和市中央林間六丁目地内 

 区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

９ 名     称  桜森いこいポケットパーク 

 位     置  大和市桜森三丁目地内 

 区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１０ 名     称  南大和公園 

位     置  大和市下和田字下ノ原地内 

 区     域  位置図のとおり。 

  供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１１ 名     称  ヤマボウシ公園 

位     置  大和市中央林間一丁目地内 

 区     域  位置図のとおり。 

  供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１２ 名     称  柿の木通り公園 

位     置  大和市中央林間四丁目地内 

   区     域  位置図のとおり。 

    供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１３ 名     称  菊園児童遊園 

   位     置  大和市深見台二丁目地内 

区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１４ 名     称  中央林間児童遊園 

位     置  大和市中央林間四丁目地内 

   区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１５ 名     称  中央林間２号児童遊園 



   位     置  大和市中央林間一丁目地内 

   区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

１６ 名     称  水辺の憩いの広場 

   位     置  大和市福田字甲五ノ区地内 

   区     域  位置図のとおり。 

供用開始の期日  平成２７年３月３１日 

  


